
【届出以外に必要な協議】

【連絡先】倉敷市下水道部浸水対策室　℡086-426-3593

設置する路外駐車場の敷地面積が2,000m2以上の場合は、雨水排水計画について、倉敷市下水道部浸水
対策室との協議が必要になります。

YES↓ No↓

建築物等ですか?
＊「建築物等」とは、建築物及び建築物に付属する駐車場、道路付属物駐車場、公園 施設である駐車場です。

YES↓

①　駐車場法
②　倉敷市福祉のまちづくり条例
上記①、②に基づく届出が必要です。
*②については機械式駐車場の場合は届出は不要です。

①　駐車場法
②　バリアフリー新法
③　倉敷市福祉のまちづくり条例
上記①、②、③に基づく届出が必要です。

路外駐車場届出フロー図

「駐車場法」、「高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」、「倉敷市福祉の
まちづくり条例」に基づく、路外駐車場の届出については以下のフローを参照して下さい。

　No →

届出不要

利用者から駐車料金を徴収しますか? No →
届出不要ですが、駐車場法施行令で定め
る技術的基準を遵守する必要があります。

YES↓

　No →

　　　　　　　設置する駐車場は、一般公共の用に供するものですか?
＊「一般公共の用に供するもの」とは、時間貸又は無料で不特定多数が駐車出来るものです。

自動車の駐車の用に供する部分の面積は500m2以上ですか?
＊「駐車の用に供する部分」とは、駐車の用のみに供する部分（駐車枠）を示します。

YES↓


